






:研究目的: 

乳幼児を対象とした歯科健康診断(以下歯科健診と略す)で,従来から,用いられている診査

基準は,歯科疾患を総合的に把握して,それを保健指導に活用してゆくには十分であるとは

言えない。 

その第 1点は,いままで行われている診査は齲蝕を中心としたもので,現代の乳幼児に比較

的多い歯周疾患の初期症状である歯肉炎の状態を現す基準や.あるいは.咬合に関しては叢

生,開咬など顕在化している不正咬合ばかりではなく,潜在的な不正咬合(発育空隙のない

閉鎖型歯列)の頻度が高くなっているにもかかわらず,これらに対する診査基準が明確では

なく,とくに不正要因についての診査が欠けていることである。 

また,齲蝕,歯周疾患,不正咬合などはそれぞれが独立しているものではなく,相互に病因と

しての関連性が高く,単に齲蝕という面から幼児期の歯科疾患を見るのではなく.口腔全体

を総合的に把握できるような診査基準が必要と考えられる。とくに.不正要因の 1型でもあ

る discrepancy によって現れる咬合系の形態と機能の異常に関する実態は,現在,徐々に明

らかにされつつあるが,これは単に不正咬合の病因となるばかりではなく,歯科疾患発生に

とって,従来いわれている口腔内汚染とは別の重大な要因となっていることが指摘きれて

いるのである。 

第 2点は.診査結果に基づいた保健指導は,疾患の進行の程度を基盤にして行われなければ

ならないが,これを表現する重症度の評価が全く設定されていないことである。症状にかか

わらず全てが等しく評価されることは,保護者,あるいは医療担当者に混乱を生じる場合が

ある。緊急の処置を必要とする場合とそうでないものとの判別可能な重症度による評価と,

それに基づいた治療,口腔衛生,食生活などの指導が行われることが望ましい。 

第 3 点は,現在の歯科健診基準が乳幼児期,学童期,成人期のそれぞれで異なっているため

に,診査記録が発達の各段階で連続性に欠けていることである。学里期あるいは成人期にな

って現れる歯科疾患上の問題の原因は.もっと前の時期に遡ってあるため.個人の疾病を連

続的な変化として捉えるためにも.乳幼児期から一貫した共通の診査基準による記録の残

されていることが必要である。 



以上のような観点から,齲蝕,歯肉炎,歯の汚れ.不正咬合およびその他の疾患・異常のそれ

ぞれについて,発達の各段階で共通して使用することの可能な診査基準を表 1-3 に示すよ

うに設定した。 


